
最近における公務員
をめぐるスキャンダル
頻発の世情を背景とし
て、国家公務員倫理法
（平成１１年法律第１２９
号）が第１４５回国会に
おいて成立しました。
また、同法に基づき、
職員の職務に係る倫理
の保持を図るために必
要な事項に関する政令
を定めることとされ、これを受け国家公務員倫
理規程が年度末の３月２４日に定められたところ
であります。これらは、新年度の４月１日から
施行されています。
国家公務員倫理法では、職員が遵守すべき職
務に係る倫理原則、贈与等の報告及び公開、各
省庁に倫理監督官（消防庁においては消防庁長
官）を置くこと等を定めています。このうち、
贈与については、本省課長補佐級以上の職員は、
事業者等から５千円を超える贈与等を受けたと
きは、各省各庁の長に報告しなければならない
こととされています。
一方、国家公務員倫理規程においては、職員
の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁
止及び制限などを定めています。特に、利害関
係者との間では、金銭、物品の贈与を受けるな
どの一定の行為が禁止、制限されます。利害関
係者とは、国から許認可等や補助金を受けて事
業を行っている事業者や個人などをいうとされ
ていますが、ここでの「事業者」の中には、民
間企業や公益法人のほか、地方公共団体や国も

含まれることに注意し
なければなりません。
規程では、割り勘の
場合であっても、利害
関係者と一緒に旅行や
ゴルフ・遊技（マージ
ャン等をいう。）、会食
をしてはならないとさ
れています。ただし、
会食については、多数
の者が出席するパーテ

ィーにおける会食、昼食時などに行う会食のほ
か、倫理監督官が公正な職務の執行に対する国
民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許
可した夜間の会食等が認められています。
さらに、利害関係者からの依頼に応じて報酬
を受けて講演等・出版物への寄稿等をすること
に関しても、あらかじめ倫理監督官の承認を得
ることが必要とされています。
以上のような厳しい規定を含む国家公務員倫
理法に違反した者は、国家公務員法上の懲戒処
分の対象となります。
国家公務員倫理法などの制定過程においては、
社会通念上、国家公務員をこれに従わせること
は困難ではないかとの見方もありましたが、最
近における警察の不祥事に代表されるように、
国家公務員の倫理の緩みには一般国民も無視で
きないものがあります。国家公務員と消防機関
を含む地方公共団体との情報交換、意見交換に
支障が生じることのないよう、法令を遵守する
という態度に立ち、新たな行動規範を確立する
必要があると考えています。
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去る３月２８日�、全国から約３８０人の少年消
防クラブ員等が、ニッショーホールに集まり、

「少年消防クラブ フレンドシップ２０００」が開

催されました。

少年消防クラブは、昭和２５年１２月１日に国家

消防庁から各都道府県知事宛の設立企画推奨に

基づいて発足したもので、おおむね１０歳以上１５

歳以下の少年少女により編成されるものです。

少年少女達が小さい頃から火についての問題を、

身近な生活の中から見いだすことにより、火災

の予防を図るために組織作りが進められていま

す。活動内容は、防火・防災に関する研究発表

会、ポスター等の作成・掲示、実地見学等を行

うものであり、地域や家庭における火災の予防

に大きく役立っています。平成１１年５月１日現

在、全国で約６，１００組織、クラブ員約４９万７千

人、指導者約１万８千人が活動しています。

全国少年消防クラブ運営指導協議会（会長

消防庁長官）では、優良な少年消防クラブ及び

指導者について、その功績を表彰することによ

り、更に一層の活躍を期待するとともに、その

ことが他のクラブやクラブ員の励みとなり、

益々クラブ活動が盛んになることを期待して、

昭和２９年から毎年、優良少年消防クラブ及び指

導者の表彰を行っています。平成１０年度までに、

優良な少年消防クラブとして１，１４６団体に表彰

楯を、特に優良な少年消防クラブとして６５７団

体に表彰旗を、優良な指導者として６１６名に記

念品を授与し表彰を行っています。

今回の「少年消防クラブ フレンドシップ

２０００」は、第１部「表彰式」、第２部「アトラ

クション」、第３部「講演」という構成で実施

しました。

第１部「表彰式」では、消防庁長官から特に

優良な少年消防クラブ（表彰旗）１６団体、優良

な少年消防クラブ（表彰楯）３１団体、優良な指

導者１０名が表彰を受けた後、「夜回り」を中心
かみおおうら

に火災予防活動を行っている、富山県の上大浦
きのした あい

少年消防クラブ 木下 愛さんが「私の住む上大

浦地区では、この３５年間火事が起きていません。

わたしたちはこれからも、火事が起こらないよ

う、ずっと夜回りやいろいろな活動を続けてい

かなければいけないと思っています。今日は本

当にありがとうございました。」と受賞者代表

の言葉を述べました。

第２部「アトラクション」では、昭和２４年発

足以来、都民と消防の架け橋として、演奏活動

を通し防火・防災を呼びかけている東京消防庁

音楽隊に、大変素晴らしい演奏を披露していた

だきました。

第３部「講演」は、テレビ等でおなじみのダ

ニエル・カールさんから、「オラの親父は、消

防士」という演題で、何でもできて弱音を吐か

なかった父親のこと、その父親の背中を見て育

ったことを誇りにしていることなどを、ユニー

クな山形弁でユーモアたっぷりにお話していた

だきました。

今回、この「少年消防クラブ フレンドシッ

プ２０００」に参加した少年消防クラブの皆さんは、

「自分で守ろう みんなで守ろう」を合い言葉

に、一人でも多くの仲間とともに日頃の活動に

さらに励み、家庭や学校あるいは皆さんの住ん

でいる地域で、防火・防災の輪を広げていくリ

ーダーとしての活躍を期待しています。

また、少年消防クラブの活動を充実していく

ためには、指導者の方々の熱意が不可欠です。

指導者の方々には、今後とも少年消防クラブの

育成指導のほど、よろしくお願いします。

少年消防クラブ フレンドシップ２０００

「自分で守ろう みんなで守ろう」

防 災 課
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石油コンビナート等特別防災区域の現況（平

成１１年４月１日現在）を取りまとめたので、そ

の概要を紹介します。

１ 特別防災区域の現況

� 特別防災区域等

石油コンビナート等災害防止法では、石

油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量が

大量である一定の地域であって、当該区域

に所在する特定の事業所について、災害の

発生及び拡大の防止のための特別の措置を

講じさせることが必要であると認められる

区域を石油コンビナート等特別防災区域

（以下「特別防災区域」という。）として

指定しており、平成１１年４月１日現在で８６

地区が指定されています。

また、これらの特別防災区域が所在する

市町村は１１４、所轄する消防機関は１００とな

っています。

� 特定事業所

特別防災区域に所在する事業所は、石油

の貯蔵・取扱量等により第１種事業所又は

第２種事業所（以下「特定事業所」とい

う。）として区分され、それぞれ特別の規

制がなされています。中でも、石油と高圧

ガスを共に取り扱う第１種事業所について

は、災害防止の徹底を図る観点から事業所

内の施設地区の面積、配置及び他の事業所

等との関係についても規制（レイアウト規

制という。）されています。

これらの特定事業所の状況は、表１のと

表１ 特定事業所の状況

石油コンビナート等特別防災区域の現況について

特殊災害室

特定事業所の種別 特定事業所数

第１種事業所

（レイアウト対象事業所の内数）

４７４

（２２８）

第２種事業所 ３７８

合 計 ８５２

－３－



おりとなっています。

� 石油の貯蔵・取扱量等

特定事業所における石油の貯蔵・取扱量

は、２０，０５１万�となっています。

また、特定事業所における屋外貯蔵タン

クの設置状況は、表２のとおりとなってい

ます。

� 高圧ガスの処理量

特定事業所における高圧ガスの処理量は、

１，２０２，９１７万Nm３となっています。

また、特定事業所における高圧ガスタン

クの設置状況を、高圧ガスの種類毎にみる

と、その内訳は表３のとおりとなっていま

す。

２ 防災体制の現況

� 自衛防災組織等

特定事業所を設置する特定事業者は、災

害の発生及び拡大を防止するため自衛防災

組織を設置することとされています。

また、同一の区域に所在する特定事業所

相互が、一体となった防災体制の確立が図

れるよう、共同防災組織及び石油コンビナ

ート等特別防災区域協議会を設置できるこ

ととされており、これらの組織等の設置状

況は、表４のとおりとなっています。

� 石油コンビナート等防災本部

特別防災区域の所在都道府県においては、

石油コンビナート等防災計画の作成及びそ

の実施に関する連絡調整等、特別防災区域

表２ 特定事業所における屋外貯蔵タンクの基数

表３ 特定事業所における高圧ガスタンクの基数

タンク型式
容量

外部浮きぶた 内部浮きぶた そ の 他 計

容
量
別

（�）

１，０００未満 ６５ ２０９ １４，４６０ １４，７３４

１，０００～ １万未満 ８８５ ５１０ ３，７７７ ５，１７２

１万 ～ ５万未満 ７２２ ７４ ９１１ １，７０７

５万 ～１０万未満 ４８９ ０ ２４ ５１３

１０万以上 ４７５ ０ ８ ４８３

直
径
別

（m）

２４未満 ６８６ ６５５ １７，４１０ １８，７５１

２４～３４未満 ４０８ ９０ １，０６４ １，５６２

３４～５０未満 ４３６ ４７ ６１２ １，０９５

５０～６０未満 １７１ １ ７８ ２５０

６０以上 ９３５ ０ ８ ９４３

岩盤タンク － － ８ ８

合 計 ２，６３６ ７９３ １９，１８０ ２２，６０９

タンク容量（t）

高圧ガスの種別
１００未満

１００～

５００未満

５００～

１０００未満

１０００～

５０００未満
５０００以上 計

液化アンモニア ２８３ ２６ ２０ １９ １１ ３５９

液化塩素 １０８ ４５ ０ ０ ０ １５３

その他の毒性ガス １２７ ３９ ３ ６ ０ １７５

液化石油ガス ３７１ ２３０ ３３３ ２８７ １４８ １，３６９

液化天然ガス ２ ０ ０ ０ ２９ ３１

その他の可燃性ガス ３１８ １０１ １０９ １６３ １５ ７０６

合 計 １，２０９ ４４１ ４６５ ４７５ ２０３ ２，７９３

－４－



に係る防災に関する重要な事項を推進する

ため、知事を本部長とする石油コンビナー

ト等防災本部を置くこととされており、関

係都道府県の全てに設置されています。

また、一の特別防災区域が２以上の都府

県にわたって所在している場合には、これ

らの都府県は防災本部の協議会を設置する

こととされており、広島県と岡山県（福山

・笠岡地区）及び山口県と広島県（岩国・

大竹地区）に設置されています。

� 防災資機材等

自衛防災組織等には、その業務を行う上

で必要な化学消防自動車、泡消火薬剤等の

防災資機材等を備え付けるとともに、これ

らを操作する防災要員を置くこととされて

います。

また、特別防災区域が所在する市町村に

おいては、特別防災区域における災害の発

生に備える必要があることから、当該市町

村に配置する化学消防車の台数、泡消火薬

剤の量等に係る消防力の基準が定められて

いますが、そのうち、大型化学消防車、大

型高所放水車及び泡原液搬送車のいわゆる

三点セットの整備については、当室所管の

補助金により経費の一部の補助がなされて

います。

さらに、特別防災区域所在都道府県にお

いては、関係市町村の消防力を補完し、特

別防災区域の防災体制を充実強化するため、

泡消火薬剤、オイルフェンスの整備に努め

ています。

これらの防災体制における防災資機材等

の整備状況は、表５のとおりとなっていま

す。

表４ 自衛防災組織等の設置状況

表５ 防災資機材等の整備状況

１ 「市町村（消防機関）」欄の数値は、都道府県からの借用分を含む。

２ 「特定事業所」欄の防災要員（直）は、当直あたりの防災要員数を示す。

組織の種別 組織の数

自衛防災組織 ８５２

共同防災組織 ９８

石油コンビナート等特別防災区域協議会 ６５

区 分 都道府県 市町村（消防機関） 特定事業者

人 員 （人） －
消防吏員

５２，２４５

防災要員（直）

６，２１９

大 型 化 学 消 防 車（台） ０ １０３ １９０

大 型 高 所 放 水 車（台） ０ ８６ １５１

泡 原 液 搬 送 車（台） ３ １０１ １５８

そ の 他 の 消 防 車（台） ２ ２，４６９ ３９２

オ イ ル フ ェ ン ス（m） ７２，７４０ １７，１７６ ５７３，５９２

オイルフェンス展張船（隻） ０ ０ ２８５

油 回 収 船（隻） ０ ０ ４１

油 回 収 装 置（基） ０ ０ ３１

消 防 艇（隻） ０ ３４ －

泡 消 火 薬 剤（k
） １，０９５ ３，４８０ １１，２２３

－５－



１ 全国の概況

� 出火件数

平成１１年中における総出火件数は５８，５３４

件で、これは、１日当たり約１６０件、約９

分に１件の火災が発生したことになります。

これを火災種別ごとにみますと、以下の

とおりです。

建物火災 ３３，３２３件（５６．９％）

林野火災 ２，６６３件（４．５％）

車両火災 ７，８５７件（１３．４％）

船舶火災 １４４件（０．２％）

航空機火災 ３件（０．０％）

その他火災 １４，５４４件（２４．８％）

また、それぞれを前年と比べますと、以

下のとおりとなります。

総出火件数 ４，０２０件（７．４％）増加

建物火災 ８０４件（２．５％）増加

林野火災 ７５０件（３９．２％）増加

車両火災 ３９８件（５．３％）増加

船舶火災 １１件（８．３％）増加

航空機火災 ０件（ － ）

その他火災 ２，０５７件（１６．５％）増加

� 死傷者数

平成１１年中における死者数は２，１２３人、

負傷者は７，４５２人で、これは、１日あたり

死者が５．８人、負傷者が２０．４人それぞれ発

生したことになります。また、死者は、火

災２７．６件に１人、負傷者は７．９件に１人発

生したことになります。

死者数、負傷者数についてそれぞれ前年

と比べますと、以下のとおりです。

死者 ６１人（３．０％）増加

負傷者 １４３人（２．０％）増加

� 火災による損害

火災による損害については、以下のとお

りです。

焼損棟数 ４４，８２６棟

（ １２３棟／１日 １．３棟／件）

り災世帯数 ３１，２７１世帯

（ ８６世帯／１日０．９世帯／件）

建物焼損床面積 １，６０３，６１２	
（ ４，３９３	／１日４８．１	／件）

建物焼損表面積 １７４，４７９	
（ ４７８	／１日 ５．２	／件）

林野焼損面積 １０１，９６０ａ

（ ２７９a／１日３８．３ａ／件）

損害額 １４，９５９，４６９万円

（４０，９８５万円／１日２５６万円／件）

これらを前年と比べますと、それぞれ以

下のとおりとなります。

焼損棟数 １，０４４件（２．４％）増加

り災世帯数 １，７１３世帯（５．８％）増加

建物焼損床面積 ５０，４５９	（３．２％）増加
建物焼損表面積 １４，８６６	（９．３％）増加
林野焼損面積 ２１，１４０ａ（２６．２％）増加

損害額 ３５４，５２９万円（２．４％）増加

２ 建物用途ごとの火災発生状況

建物火災３３，３２３件を建物用途別にみますと、

以下のとおりです。

なお、比率につきましては、端数処理の関

係上、合計値が１００％とならない場合があり

ます。（以下同じです。）

住 宅 １２，８８５件（３８．７％）

共同住宅 ４，８９４件（１４．７％）

工 場 ２，２９０件（６．９％）

複合用途（特定） ２，１５７件（６．５％）

併用住宅 １，５３７件（４．６％）

平成１１年（１月～１２月）における火災の概要（概数）

について

防災情報室
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倉庫 １，２２６件（３．７％）

複合用途（非特定） １，０４１件（３．１％）

事務所 ７９２件（２．４％）

飲食店 ６７１件（２．０％）

物品販売店舗 ５３０件（１．６％）

その他の用途の建物火災５，３００件（１５．９％）

３ 出火原因ごとの火災発生状況

� 全火災

全火災５８，５３４件を出火原因別にみますと、

以下のとおりです。

放火 ７，４８２件（１２．８％）

たばこ ６，４１５件（１１．０％）

こんろ ５，５０３件（９．４％）

放火の疑い ５，３５７件（９．２％）

たき火 ３，５４１件（６．０％）

火あそび ２，１９４件（３．７％）

ストーブ １，９４０件（３．３％）

電灯・電話等の配線 １，３９７件（２．４％）

火入れ １，０６６件（１．８％）

マッチ・ライター １，０５４件（１．８％）

配線器具 ９５７件（１．６％）

排気管 ８６４件（１．５％）

電気機器 ８５９件（１．５％）

焼却炉 ８２４件（１．４％）

溶接機・切断機 ６８１件（１．２％）

その他 １１，２７５件（１９．３％）

不明・調査中 ７，１２５件（１２．２％）

� 建物火災（爆発を除く）

爆発を除く建物火災３３，２０９件を出火原因

別にみますと、以下のとおりです。

こんろ ５，３９２件（１６．２％）

たばこ ３，７４８件（１１．３％）

放 火 ３，６５０件（１１．０％）

放火の疑い ２，２８２件（６．９％）

ストーブ １，９０５件（５．７％）

電灯・電話等の配線 １，０６１件（３．２％）

火あそび １，０３１件（３．１％）

配線器具 ７５８件（２．３％）

たき火 ６３８件（１．９％）

電気機器 ６２９件（１．９％）

風呂かまど ６１１件（１．８％）

灯 火 ５６４件（１．７％）

マッチ・ライター ５５２件（１．７％）

溶接機・切断機 ４１７件（１．３％）

煙突・煙道 ３５２件（１．１％）

その他 ５，５０８件（１６．６％）

不明・調査中 ４，１１１件（１２．４％）

� 林野火災（爆発を除く）

爆発を除く林野火災２，６６３件を出火原因

別にみますと、以下のとおりです。

たき火 ７５５件（２８．４％）

たばこ ４２０件（１５．８％）

火入れ ２６７件（１０．０％）

放火の疑い ２１６件（８．１％）

火あそび １５９件（６．０％）

放火 ８２件（３．１％）

焼却炉 ３６件（１．４％）

マッチ・ライター ２９件（１．１％）

取灰 １０件（０．４％）

溶接機・切断機 ５件（０．２％）

煙突・煙道 ４件（０．２％）

電灯・電話等の配線 ３件（０．１％）

こんろ ３件（０．１％）

かまど ３件（０．１％）

排気管 ２件（０．１％）

その他 ２２７件（８．５％）

不明・調査中 ４４２件（１６．６％）

� 車両火災（爆発を除く）

爆発を除く車両火災７，８４３件を出火原因

別にみますと、以下のとおりです。

放火 １，１５４件（１４．７％）

放火の疑い ８３１件（１０．６％）

排気管 ７９０件（１０．１％）

内燃機関 ３５６件（４．５％）

衝突の火花 ３５５件（４．５％）

たばこ ３００件（３．８％）

電気装置 ２３２件（３．０％）

マッチ・ライター ２２１件（２．８％）

電気機器 １６４件（２．１％）
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配線器具 １０２件（１．３％）

たき火 ９５件（１．２％）

電灯・電話等の配線 ９０件（１．１％）

火あそび ４２件（０．５％）

焼却炉 ４２件（０．５％）

溶接機・切断機 ３４件（０．４％）

その他 １，８２３件（２３．２％）

不明・調査中 １，２１２件（１５．５％）

� 船舶火災（爆発を除く）

爆発を除く船舶火災１４３件を出火原因別

にみますと、以下のとおりです。

電灯・電話等の配線 １２件（８．４％）

放火の疑い １１件（７．７％）

溶接機・切断機 ８件（５．６％）

排気管 ８件（５．６％）

電気装置 ６件（４．２％）

電気機器 ６件（４．２％）

配線器具 ５件（３．５％）

たき火 ５件（３．５％）

内燃機関 ４件（２．８％）

マッチ・ライター ３件（２．１％）

こんろ ３件（２．１％）

焼却炉 ２件（１．４％）

放火 ２件（１．４％）

火あそび ２件（１．４％）

その他 ３７件（２５．９％）

不明・調査中 ２９件（２０．３％）

� 航空機火災（爆発を除く）

爆発を除く航空機火災３件を出火原因別

にみますと、以下のとおりです。

その他 １件（３３．３％）

不明・調査中 ２件（６６．７％）

� その他火災（爆発を除く）

爆発を除くその他火災１４，５０２件を出火原

因別にみますと、以下のとおりです。

放火 ２，５９２件（１７．９％）

たき火 ２，０４１件（１４．１％）

放火の疑い ２，０１７件（１３．９％）

たばこ １，９４５件（１３．４％）

火あそび ９６０件（６．６％）

火入れ ６６１件（４．６％）

焼却炉 ４０６件（２．８％）

マッチ・ライター ２３２件（１．６％）

電灯・電話等の配線 ２３０件（１．６％）

溶接機・切断機 ２０５件（１．４％）

配線器具 ９１件（０．６％）

電気装置 ７６件（０．５％）

取灰 ７０件（０．５％）

電気機器 ５４件（０．４％）

こんろ ５１件（０．４％）

その他 １，５６２件（１０．８％）

不明・調査中 １，３０９件（９．０％）

� 爆発のみの火災

爆発のみの火災１７１件を出火原因別にみ

ますと、以下のとおりです。

こんろ ２５件（１４．６％）

マッチ・ライター １７件（９．９％）

溶接機・切断機 １２件（７．０％）

ストーブ ８件（４．７％）

たき火 ７件（４．１％）

電気機器 ６件（３．５％）

炉 ５件（２．９％）

焼却炉 ４件（２．３％）

風呂かまど ４件（２．３％）

放火 ２件（１．２％）

ボイラー １件（０．６％）

たばこ １件（０．６％）

電気装置 １件（０．６％）

衝突の火花 １件（０．６％）

電灯・電話等の配線 １件（０．６％）

火入れ １件（０．６％）

その他 ５５件（３２．２％）

不明・調査中 ２０件（１１．７％）

４ 死傷者の発生状況

� 火災種別ごとの死者発生状況

全死者２，１２３人について火災種別ごとにみ

ますと、以下のとおりです。

建物火災 １，４４９人（６８．３％）

林野火災 １０人（０．５％）
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車両火災 ２５４人（１２．０％）

船舶火災 ３人（０．１％）

航空機火災 ０人（ － ）

その他火災 ４０７人（１９．２％）

� 建物用途ごとの死者発生状況

建物火災における死者１，４４９人を建物用

途別にみますと、以下のとおりです。

住宅 ９７４人（６７．２％）

共同住宅 ２３６人（１６．３％）

併用住宅 ６５人（４．５％）

複合用途（非特定） ３９人（２．７％）

複合用途（特定） ３５人（２．４％）

工場 １５人（１．０％）

倉庫 ９人（０．６％）

旅館 ６人（０．４％）

事務所 ５人（０．３％）

神社・寺院 ４人（０．３％）

その他の用途の建物火災 ６１人（４．２％）

� 火災種別ごとの負傷者発生状況

全負傷者７，４５２人について火災種別ごと

にみますと、以下のとおりです。

建物火災 ６，４４８人（８６．５％）

林野火災 １０５人（１．４％）

車両火災 ２８１人（３．８％）

船舶火災 ２１人（０．３％）

航空機火災 １人（０．０％）

その他火災 ５９６人（８．０％）

� 建物用途ごとの負傷者発生状況

建物火災における負傷者６，４４８人を建物

用途別にみますと、以下のとおりです。

住宅 ３，０１０人（４６．７％）

共同住宅 １，２５７人（１９．５％）

複合用途（特定） ４３９人（６．８％）

工場 ３６１人（５．６％）

併用住宅 ３５０人（５．４％）

複合用途（非特定） ２１０人（３．３％）

倉庫 １１０人（１．７％）

飲食店 ８６人（１．３％）

旅館 ６１人（０．９％）

事務所 ５４人（０．８％）

その他の用途の建物火災５１０人（７．９％）

� 死者の発生した経過ごとの死者発生状況

全死者２，１２３人について、死者の発生し

た経過別にみますと、以下のとおりです。

逃げおくれ ８５０人（４０．０％）

放火自殺 ７７６人（３６．６％）

着衣着火 １２６人（５．９％）

出火後再進入 ３３人（１．６％）

その他 ３３８人（１５．９％）

� 年齢層ごとの死者発生状況

爆発を除く死者２，１１６人について、年齢

層別にみますと、以下のとおりです。

６～６４歳以下 １，２４１人（５８．６％）

６５歳以上 ８２５人（３９．０％）

５歳以下 ４４人（２．１％）

年齢不明 ６人（０．３％）

� 条件の組み合わせによる死者発生状況

ア 年齢層及び火災種別

�ア ５歳以下（爆発を除く）

建物火災 ３９人（８８．６％）

林野火災 ０人（ － ）

車両火災 ４人（９．１％）

船舶火災 ０人（ － ）

航空機火災 ０人（ － ）

その他火災 １人（２．３％）

�イ ６～６４歳以下（爆発を除く）

建物火災 ７１７人（５７．８％）

林野火災 ０人（ － ）

車両火災 ２３０人（１８．５％）

船舶火災 ２人（０．２％）

航空機火災 ０人（ － ）

その他火災 ２９２人（２３．５％）

�ウ ６５歳以上（爆発を除く）

建物火災 ６８６人（８３．２％）

林野火災 １０人（１．２％）

車両火災 １９人（２．３％）

船舶火災 ０人（ － ）

航空機火災 ０人（ － ）

その他火災 １１０人（１３．３％）

イ 年齢層及び建物用途
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�ア ５歳以下（爆発を除く）

住宅 ２４人（６１．５％）

共同住宅 １１人（２８．２％）

複合用途（特定） ３人（７．７％）

併用住宅 １人（２．６％）

�イ ６～６４歳以下（爆発を除く）

住宅 ４３９人（６１．２％）

共同住宅 １３９人（１９．４％）

併用住宅 ３３人（４．６％）

複合用途（非特定） ２９人（４．０％）

複合用途（特定） １８人（２．５％）

工場 ８人（１．１％）

倉庫 ７人（１．０％）

旅館 ５人（０．７％）

その他 ３９人（５．４％）

�ウ ６５歳以上（爆発を除く）

住宅 ５１０人（７４．３％）

共同住宅 ８４人（１２．２％）

併用住宅 ３０人（４．４％）

複合用途（特定） １４人（２．０％）

複合用途（非特定） １０人（１．５％）

工場 ５人（０．７％）

神社・寺院 ３人（０．４％）

倉庫 ２人（０．３％）

その他 ２８人（４．１％）

ウ 年齢層及び死者の発生した経過

�ア ５歳以下（爆発を除く）

逃げおくれ ２７人（６１．４％）

放火自殺 ３人（６．８％）

着衣着火 ２人（４．５％）

出火後再進入 ０人（ － ）

その他 １２人（２７．３％）

�イ ６～６４歳以下（爆発を除く）

放火自殺 ６３５人（５１．２％）

逃げおくれ ３５７人（２８．８％）

着衣着火 ３４人（２．７％）

出火後再進入 １４人（１．１％）

その他 ２０１人（１６．２％）

�ウ ６５歳以上（爆発を除く）

逃げおくれ ４６０人（５５．８％）

放火自殺 １３６人（１６．５％）

着衣着火 ９０人（１０．９％）

出火後再進入 １９人（２．３％）

その他 １２０人（１４．５％）

１ 救命効果検証委員会について

救命効果検証委員会は、救急救命士制度の

導入効果を検証するため救急隊が関与した心

肺停止傷病者について社会復帰までの詳細な

追跡調査を行うこと等を目的として、財団法

人救急振興財団と協力して平成９年度から４

年計画で調査・研究を行っている委員会であ

る。

２ 救命効果調査について

１）救命効果調査

平成９年１１月１日から平成１１年４月３０日ま

での調査期間に特定の救命救急センターに搬

送された心肺停止傷病者（CPA患者）３，０２９

例を対象として、搬送した救急隊及び搬送先

の救命救急センターが記入した調査票に基づ

くデータについて、発症後３ヶ月生存までの

数値（平成１１年１１月２２日現在）を対象として、

救命効果検証委員会においてウツタイン様

式※に従って、集計、分析したものである。

※ウツタイン様式は病院外心停止事例の記録を統一し、国際的な比

較検討等が行われるよう、国際蘇生会議において推奨されている

救命効果調査分析結果（救命効果検証委員会）について

救急救助課
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２）調査・分析対象について

分析対象数は、調査対象３，０２９例のうち、

明らかに死亡していない２，９２０例を対象

○心原性１，２９４例、非心原性１，６２６例

○ドクターカー（医師及び救急救命士等が搭

乗）１３９例、救急救命士隊２，６３２例、�・�
課程隊１４９例

３ 調査分析結果について

� ウツタインに準拠した諸比較

心原性症例でバイスタンダーが心停止を目

撃した症例のうち、初期調律が心室細動又は

心室性頻拍の症例についてみると、生存退院

は、２９／１５８ １８．４％（心室細動のみ２６／１５４

１６．９％）となっている。各国都市と比較する

と、我が国は、米国の一部の地域と遜色ない

ものとなっているが、Bonn（ドイツ）、Helsinki

（フィンランド）、King county, Sun Juan Is-

land（ワシントン州）などの地域より低くな

っている。

心原性疾患のうちバイスタンダーが心肺停止

を目撃し、かつ初期調律が心室細動の症例につ

いて、バイスタンダーCPR実施別に発症後３

ヶ月生存率をみると、バイスタンダーCPRあ

り２０．４％、バイスタンダーCPRなし９．５％とな

っており、バイスタンダーCPRありの症例で

発症後３ヶ月生存率が高い傾向となっている。

覚知から心停止までに要する時間をみると、

心室細動の症例では、２．８分、心静止の症例で

は、７．５分と心静止の症例は、バイスタンダー

様式である。この様式では心原性疾患で、心停止が目撃されてい

る症例を対象とする基本的なテンプレートを示している。

注１）�・�課程隊とは、救急自動車に救急隊員のうち所要の訓
練（�・�課程）を受講し救急隊員の資格を有する者が搭
乗している救急隊である。

注２）救急救命士隊とは、救急自動車に国家資格救急救命士が搭

乗している救急隊である。

心原性 バイスタンダーが目撃した症例初期調律 Vf,VT

注１）※印があるものはVf の症例である。

注２）ア）目撃された心停止

注３）日本のデータは発症後３ヶ月以降は生存を生存退院としていることに留意。

注４）太字はウツタイン様式に基づき調査されているものである。１９９０年以前の論文については、ウツタイン様式に基づいていない。１９９１年以降の

論文については、他論文からの引用したものがあり、ウツタイン様式かどうか不明であるが、ウツタイン様式に基づいている可能性は高いと

考えられる。

注５）我が国は心肺停止を目撃、諸外国については心停止である。

心原性 バイスタンダーが心肺停止を目撃した

症例 初期調律心室細動

生 存 退 院

日本 １８．４％
（Vf のみ１６．９％）

Pennsylvania '９４ア） ８．１％

New York city '９４※ ５．３％

Chicago '９１※ ４．０％

米国 ドイツ

King county '９４ ３４．０％ Bonn９７’ ３４．５％

Seattle '８８ア） ３０．０％ 英国

Torrance '９３ア） ３０．０％ Scotland '９３※ １１．０％

Seattle（Sun Juan Island）'９６ ２７．０％ Nottinghamshire '９９※ １１．７％

Milwaukee '８６ア） ２３．５％ スウェーデン

Iowa '８６ア） １９．６％ Gotenborg '９４※ １９．０％

Tucson '９２ア） １５．３％ フィンランド

Minnesota（northeast）’８６ア） １０．０％ Helsinki '９６ ３２．５％

バイスタンダーCPRあり バイスタンダーCPRなし

母 数 ４９ １００．０％ １０５ １００．０％

発症後３ヶ月生存 １０ ２０．４％ １０ ９．５％
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が心停止を目撃してから覚知（１１９番通報）ま

でに時間を要している。

これは、バイスタンダーが心肺停止を目撃し

た際に、１１９番通報より前に親族への連絡等を

行っているためではないかと推測される。

� バイスタンダーCPRの救命効果

心原性症例において、バイスタンダーCPR

あり症例の生存退院、発症後３ヶ月生存は、

バイスタンダーCPRなし症例よりも高い傾

向にあり、バイスタンダーCPRは救命効果

の向上に重要である。この結果は、非心原性

症例についても同様である。

� 病院前救護における救命効果

�病院到着前後別心拍再開例
心原性症例でバイスタンダーが心停止を

目撃した症例のうち、病院到着前心拍再開

した症例は、集中治療室入室、生存退院、

発症後３ヶ月生存ともに病院到着後心拍再

開した症例よりも高く、病院到着前に心拍

再開することが救命効果の向上に重要であ

る。

心原性疾患の心肺停止傷病者の救命効果

を向上させるためには、病院到着前におけ

る救命処置の向上が重要である。これは、

非心原性症例についても同様である。

�心原性症例のうちバイスタンダーが心肺停
止を目撃した除細動実施症例１０８例につい

て

覚知から除細動までに要する時間と１ヶ

月生存率との関係をみると、覚知から除細

動実施までに要する時間が短くなるにつれ

て１ヶ月生存率は向上することがわかる。

心原性症例の心肺停止傷病者の生存率の

向上には、除細動を早期に実施することが

重要である。

心原性 バイスタンダーが心肺停止を目撃した

症例

心原性 バイスタンダーが心肺停止を目撃した

症例（７２２例）

非心原性 バイスタンダーが心肺停止を目撃し

た症例（８０４例）

心原性 バイスタンダーが心肺停止を目撃した

症例（７２２例）

初期調律 心室細動 心静止

母数 １３７ ４９７

覚知から心停止までに要する時間（平均） ２．８分 ７．５分

バイスタンダーCPRあり バイスタンダーCPRなし

母数 ２０５ １００．０％ ５１７ １００．０％

生存退院 １７ ８．３％ ２５ ４．８％

発症後３ヶ月生存 １５ ７．３％ １７ ３．３％

バイスタンダーCPRあり バイスタンダーCPRなし

母数 ２３２ １００．０％ ５７２ １００．０％

生存退院 １３ ５．６％ ２１ ３．７％

発症後３ヶ月生存 １２ ５．２％ １８ ３．１％

病院到着前心拍再開 病院到着後心拍再開

母数 ５７ １００．０％ １８９ １００．０％

集中治療室入室 ４８ ８４．２％ １２３ ６５．１％

生存退院 ２８ ４９．１％ １４ ７．４％

発症後３ヶ月生存 ２３ ４０．４％ ９ ４．８％

全身機能評価（機能良好） １４／２３ ７／９
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�特定行為実施別
心原性症例で救急救命士が除細動のみを

実施した症例５３例では、発症後３ヶ月生存

４例（７．５％）、除細動かつ気道確保を実施

した症例２３４例では、発症後３ヶ月生存１４

例（６．０％）、除細動かつ気道確保かつ静脈

路確保を実施した症例７０例では、３ヶ月生

存９例（１２．９％）となっている。

心原性症例で除細動を実施した症例では、

３ヶ月生存率が高い傾向にあり、特定３行

為すべてを実施した症例では最も高い傾向

にある。

�隊の編成別にみた救命効果
隊の編成別に発症後３ヶ月生存率を比較

すると、心肺停止傷病者の生存率が最も高

い傾向にあるのはドクターカー（医師及び

救急救命士等が搭乗）、次に救急救命士隊、

�・�課程（標準課程）隊の順になってい
る。この傾向は、心原性疾患において特に

顕著となっている。

ドクターカーでは、採血時の動脈血酸素

分圧が高い症例が多く、また３ヶ月生存率

も高い傾向となっている。

以上、本調査における分析結果の概要を記載

してきたが、本調査結果を踏まえた中間報告書

は近日中に発出される予定である。

図１ １ヶ月生存率と除細動実施時間との関係
（心原性かつバイスタンダーが心肺停止を目撃かつ除細動実施症例）

心原性

隊の編成別 発症後３ヶ月生存

搬送先医療機関における動脈血酸素分圧（PaO２）

の状態と生存率

※救急救命士がラリンゲアルマスク（LM）、コンビチューブ（CT）、
食道閉鎖式エアウェイ（EGTA）を挿入した症例のうち、搬送先病
院において採血時に LM,CT,EGTA又は気管内挿管が装着されてい
る症例である。

発症後３ヶ月生存

除細動のみ ４／５３ ７．５％

除細動かつ器具気道確保 １４／２３４ ６．０％

除細動かつ器具気道確保かつ静脈路確保 ９／７０ １２．９％

（参考）救急救命士隊 心原性疾患 ４７／１，１６９ ４．０％

全症例 心原性疾患

ドクターカー １５／１３９ １０．８％ ８／６３ １２．７％

救急救命士隊 ９０／２，６３２ ３．４％ ４７／１，１６９ ４．０％

�・�課程隊 ４／１４９ ２．７％ ０／６２ ０．０％

母数 PaO２８０torr 以上 ３ヶ月生存

採血時 LM,CT,EGTA※ １，２７１ ６２５４９．２％ ４０／６２５ ６．４％

ドクターカーにおける気管内挿管 ７２ ５９８１．９％ １０／５９ １６．９％

覚知から患者接触までの時間
（平均 ７．０分）

定数 覚知除細
推定 １．５５５ －０．１８０４
p値 ０．１２２ ０．０２２

注１）グラフの値は、ロジスティック回帰分析を用いて算出した値である。
注２）覚知以降に心停止が起こった症例は対象から除いている。
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「防災とボランティアの日（１月１７日）」と「防

災とボランティア週間（１月１５日～２１日）」は、

阪神・淡路大震災での地域住民の自主的な防災

活動や全国から集まった多くのボランティアの

目覚ましい活躍を契機に、「政府、地方公共団

体等関係諸機関をはじめ、広く国民が、災害時

におけるボランティア活動及び自主的な防災活

動について認識を深めるとともに、災害への充

実強化を図ること」を目的として、平成７年１２

月の閣議了解により決められました。今年で５

年目を迎えましたが、全国の地方公共団体等に

おいて、地域住民等の防災意識の高揚を図るた

め、さまざまな行事が行われました。

� 行事実施団体数

都道府県では、４１都道府県が、市区町村で

は、６１９団体が各種の行事を実施しました。

� 主な行事内容等（別紙参照）

各地方公共団体では、防災意識の高揚を図

るために各種の啓発行事等が行われました。

�都道府県
・災害時の訓練 ６０件

・防災講演会・シンポジウム等 ４２件

・防災写真展、防災機器展等 ４０件

など、合計１８２件の行事を実施。

�市区町村（消防本部を含む）
・災害時の訓練 ６０６件

・小中学校児童生徒に対する防災知識の普及

啓発 ５０３件

・防災写真展、防災機器展等 ２６５件

など、合計２，２６７件の行事を実施。

消防庁では、防災ボランティア普及啓発番組

「ひろがれ！防災ボランティア」を制作し、「防

災とボランティアの日」に合わせて、衛星放送

等により全国放送を行いました。また、番組の

ビデオテープを作成し、都道府県や政令指定都

市等に配布しました。

さらに、地方公共団体や地域のコミュニティ

等における防災に関するさまざまな取り組み、

工夫、アイディアのうち、特に優れたものにつ

いて表彰を行う「第４回防災まちづくり大賞」

について、１月１７日に受賞事例の発表（今回は

１０団体）を、１月３１日に表彰式を行いました。

阪神・淡路大震災から５年が経過し、震災に

より高まった防災に関する意識も時間の経過と

ともに風化するおそれがあります。災害は、い

つどこで起こるかわかりません。「自分の身は

自分で守る」、「自分たちのまちは自分たちで守

る」という意識のもと、防災に対する正しい知

識を身につけ、災害に自信をもって対処できる

よう日ごろからの備えを万全にしておくことが

大切です。

今後も、全国各地において「防災週間（８月

３０日～９月５日）」や「防災とボランティア週

間」などには、防災意識の高揚を図るため、講

演会、展示会等の啓発事業、防災訓練等の諸行

事の実施に取り組んでいただくようお願いいた

します。

平成１１年度「防災とボランティア週間」における諸行事

の実施について

防 災 課
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「防災とボランティア週間」における各地方公共団体の主な行事内容

都道府県名 実施団体 実施日 行 事 名 行 事 内 容

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

道等

札幌市

県

県、久慈市

県等

仙台市

県等

県等

県

福島市

県等

県等

県等

県

県等

１／２１

１／１７

１／１８

１／１７

１／１７

１／１９

１／１８

１／１８

１／１７

１／１４

１／１７

１／１４

１／２０

１／１７

１／１６

防災気象予警報伝達
実施訓練

自主防災活動推進会
議

防災とボランティア
講演会

合同防災訓練

災害救援ボランティ
アフォーラム

防災講演会

自主防災組織育成指
導者研修会

防災フォーラム２０００

被災建築物応急危険
度判定連絡訓練

防災講演会

防災講演会

県民防災の集い

災害ボランティア研
修会

防災ボランティア啓
発番組の上映

防災ボランティア交
流集会

実際に即応した形で、気象台からの津波情報、地震情報を道から全市町村、
防災関係機関等へ伝達し、それぞれ伝達訓練、海面監視訓練、非常通信訓
練、情報収集訓練等を実施

市内の自主防災組織の各区代表による自主防災活動をテーマとしたフォー
ラムを実施

「トルコ大地震に遭遇して」 京都大学防災研究所助教授 大志万直人氏
「災害救援現場におけるボランティア活動について」

大阪大学人間科学部助教授 渥美 公秀氏

民間事業所、地域住民、ボランティア団体等の参加協力を得て、久慈市と
共催で２９項目の訓練を実施

講演「あなたならその時どうする」
シャンティ国際ボランティア会 専務理事 有馬 実成氏

フォーラム「阪神淡路大震災の体験が、台湾大震災にどう生かされたか」
コーディネーター 東北福祉大学助教授 赤塚俊治氏

講演「忍び寄る宮城県沖地震を考察する」
東北大学大学院教授 大竹 政和氏

講演「地域における防災ボランティアの役割」
大阪大学助教授 渥美 公秀氏

活動紹介「みやぎ災害救援ボランティアセンターの活動について」

講演「地域の防災を高めるために－行政と民間の連携のあり方－」
�防災＆情報研究所代表 高梨 成子氏

「もしもの時の応急手当」の実演指導 秋田南消防署 隊員
「防火機器具等の展示」

講演「阪神・淡路大震災の教訓」―防災から減災へ―
神戸大学都市安全研究センター教授 沖村 孝氏

地震発生による建物被害を想定した応急危険度判定士への参集要請訓練

・優良自主防災組織表彰
・講演「都市防災とまちづくり」

建設省東北地方建設局福島工事事務所 所長 廣木 謙三氏
・ビデオ上映「ドキュメント神戸７２時間の記録」

講演「茨城県とその周辺の地震活動の特徴」
気象庁気象研究所地震火山研究部長 吉田 明夫氏

講演「台湾地震の現地活動報告」 台湾地震災害国際消防救助隊副隊長
（東京消防庁警防部警防課課長補佐） 河村 良一氏

・平成１１年度栃木県防災・安全功労者表彰
消防団活動協力事業所に対する知事感謝状贈呈
・講演「異常気象と環境破壊」 気象予報士 森田 正光氏

講演「災害救援ボランティアの役割」 大阪大学助教授 渥美 公秀氏
実習「災害救援シミュレーション」 日本災害救援ボランティアネットワーク

県民ホールの大型スクリーンに、スカイハ゜ーフェク TVで放送された３０
分番組３本を上映

�パネルディスカッション
災害時のボランティア活動について、阪神・淡路大震災でのボランティ
ア経験者等を招いて意見交換
�応急救護実演（心肺蘇生法や簡易担架の製作等を実演・指導）
�無線公開運用、�防災実験（液状化現象などの実験を披露）
�炊き出し訓練やロープワーク講習などのサバイバル訓練等
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都道府県名 実施団体 実施日 行 事 名 行 事 内 容

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

山梨県

川口市

上福岡市

県

県

千葉市

都等

都

都等

東京消防庁

県等

横浜市

川崎市等

大和市等

新潟市

県等

大山町等

金沢市

県等

県

１／２２

１／１７

１／１５，１６

１／１８

１／２６

１／１５，１６

１／１７

１／１１
～２１

１／１１

１／１５
～２３

１／２２

１／１８

１／１５
～１６

１／１６

１／２０

１／１５

１／１５

１／１７

１／２０

災害ボランティアシ
ンポジウム

地域密着型防災訓練

防災フェアちば２０００

千葉県水道災害相互応
援協定に基づく訓練

防災リーダー研修会

防災とボランティア
を考えるつどい

職員参集訓練

地震と地盤災害展

ボランティアリーダ
ー会発足式

防災ギャザリング
２０００from かながわ

災害ボランティアコー
ディネーター研修会

防災講演会

災害体験フェア２０００

ボランティア防災講
座

防災講演会

防災講演会

防災とボランティア
講演会

山静神合同防災訓練

防災講演会

・講演「防災活動を考える－家族・地域・ボランティア」
専修大学講師 大矢根 淳氏

・震災遺児詩朗読、避難所宿泊体験訓練報告

・消火訓練、心肺蘇生法、担架救助訓練、煙中避難訓練、地震体験訓練、
災害伝言ダイヤル１７１利用訓練等
・現地対策本部開設訓練、住民の安否確認訓練、給水訓練等

防災関係機関及び家庭での防災対策の紹介、展示、相談、実演等

千葉県水道災害相互応援協定に基づく訓練を実施

講演「“大地震からの教訓”私たちの役割は」
�都市防災研究所 研究部長 重川 希志依氏

・防災ボランティア活動体験報告会
・交流会、防災ボランティア体験広場

東京が震度６弱の地震に見舞われたとの想定の下、都災害対策本部の初動
態勢の確保及び職員の緊急連絡体制の確認等を目的として実施
・緊急連絡訓練 緊急連絡網による連絡訓練（約６万人）
・非常参集訓練 職員参集訓練 都庁から１０�圏内居住職員の徒歩・自転
車による参集訓練（約２，０００人）

―あなたの街は安全ですか、地震に備えてますか？―をテーマに、地震の
メカニズムや最近の災害事例をパネルで紹介

東京消防庁災害時支援ボランティアのコーディネーター及びリーダー講習
修了者によるリーダー会の発足式、及び今後の活動等のミーティング

かながわ県民活動サポートセンターを利用するボランティア団体等が実行
委員会を作り、サポートセンターと共催で開催した、様々なイベントのギ
ャザリング（集い）

地域で活躍するボランティアや市民とのネットワークを結び、災害時のコ
ーディネーターとなるよう育成する研修会

講演「みんなでやんなきゃだめ」
�市民防災研究所理事 池上三喜子氏

寸劇「安全安心なまちづくりを求めて―みんなでつくろう防災のわ」
企画 女性の目から考える防災問題懇談会

�災害体験 �災害シミュレーション �避難所宿泊体験

応急手当、初期消火、応急担架作成、防災用品展示・使用、炊き出し訓練
等

「災害時における住民等の役割」
�防災＆情報研究所代表 高梨 成子氏

災害ボランティアネットワーキンク゛「災害への備えが地域をすみよくす
る」

富山YMCA総主事 島田 茂氏

演題「トルコ、台湾大地震に学ぶ地域防災とボランティア」
金沢大学工学部助教授 宮島 昌克氏

三県（山梨、静岡、神奈川）、海上保安庁、警察、消防本部、日赤、自衛
隊、医師会、自治会及び中学校の参加協力を得て、情報受伝達訓練、応援
要請訓練、現地訓練を実施

「山梨県の地震危険と備え」 東京経済大学 吉井 博明教授
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都道府県名 実施団体 実施日 行 事 名 行 事 内 容

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

県、塩尻市等

県

飯伊１８市町村
（飯田市等）

県

大垣市等

県

県

磐田市

浜松市

県等

県等

名古屋市等

県

県

県、津市等

県等

府等

京都市等

１／１６

１／２０

１／２０

１／１７

１／１６

１／２１

１／２１

１／１７

１／１６

１／１６

１／１６
ほか

１／１６

１／１２
～２１

１／２０

１／２３

１／２１

１／１７

１／１８

自主防災研修会

ボランティア交流会

「災害時における住民生
活の早期安定を図るため
の協定書」調印式

職員緊急初動防災訓
練

防災ボランティアセ
ミナー

事業所地震防災研修会

災害時のメンタルヘ
ルス研修会

備蓄食糧「アルファ
米」の試食体験

震災に灯りをイン浜松
震災を通してボランティ
アについて考える集い

防災ボランティアフ
ェアー

ボランティアコーデ
ィネーター養成講座

防災とボランティア
のつどい

「防災とボランティ
ア」活動写真パネル
展示

県民防災塾（第１０回）

防災とボランティア
の集い

防災シンポジウム

防災講演会

防災講演会

・基調講演 「地震の基礎知識」 長野県震災対策技術嘱託員 山岸 登氏
「防災対策と実際の自主防災活動」

静岡県自主防災活動推進委員会副委員長 信澤 正男氏
・質疑応答・ディスカッション

・講演「教育改革とボランティア活動」
日本ボランティア学習協会常務理事永井 順國氏

飯伊１８市町村（飯田市等）、南信州広域連合、みなみ信州農業共同組合、
三者による災害時の生活物資の供給に関する応援協定の締結を行うにあた
り、防災とボランティア週間に合わせて調印式を行った。

県、市町村、防災関係機関の情報収集及び対策決定、指揮・命令等の訓練
を実施

大垣市防災ボランティアク゛ルーフ゜の登録団体の交流を深め、防災知識
や技術の習得に努めるもの
講演 災害発生時における犯罪被害予防、ガスの取扱い等
実技 炊き出し訓練、救急資機材等の取扱訓練、応急手当、救急法

講演「大地震・あなたは大丈夫か」 文教大学教授 伊藤 和明氏

講演「東海地震の予知とその周辺」 防災情報研究所長 井野 盛夫氏
講演「災害時のこころのケア」

東京都精神医学総合研究所副参事 飛鳥井 望氏

防災意識の高揚を図るため、市内１６小中学校で給食時にアルファ米を試食

・炊き出し、餅つき、大道芸、バンド演奏
・会場に配置された神戸から購入した竹とろうそくに一つ一つ灯りをとも
し、大きなモニュメントを作成

ボランティア活動相談コーナー、応急手当、外国語による情報提供、救援
物資の送り方、阪神・淡路大震災体験談・写真

入門講座・フォローアップ講座
（講師） 林春夫 京大教授、筒井のり子 龍谷大学教授等

・台湾大地震での救助活動報告
（愛知災害救助犬協会チームリーダートーマス・ベレゾフスキー氏による報告）
・防災講演会「我が家のサバイバル法」 清水 國明氏

・阪神・淡路大震災、ナホトカ号油流出事故におけるボランティアの活動
状況写真
・県内ボランティアが実施した「全国率先市民みえサミット」（１２／４～５）、
「１・１７KOBEに灯りを」（前年１／１７）の写真をパネル展示

講義「災害とトイレ」 日本トイレ協会運営委員 長岡 良司氏
県内７カ所（テレビ電話会議による同時講義）

第１部 ハートフルコンサート 名古屋音楽大学 田中省三教授
第２部 ジュディ・オングと住田功一（NHKアナウンサー）“防災トー

ク”

基調講演「地域における自主防災活動の推進」
�都市防災研究所研究部長 重川 希志依氏

パネルディスカッション「あなたのまちの防災づくり」
～阪神・淡路大震災から５年を経て～

講演「大規模災害時における自主防災組織と災害ボランティアの役割」
神戸大学都市安全研究センター教授 室崎 益輝氏

「あれから５年、災害と人間を考える」 講師 藤本 義一氏
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都道府県名 実施団体 実施日 行 事 名 行 事 内 容

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

徳島県

香川県

府

府

市

県等

県等

北淡町等

東浦町

県

県

県

県等

仁多町

県

県

芸北町

県

県等

飯山町

１／１７

１／１７

１／１７
ほか

１／１０，１２
１４

１／１６

１／１８
～２３

１／１６

１／１８

１／１７

１／１７
～２８

１／１９

１／１４
～１／２１

１／１５
～１７

１／１７

１／１３

１／１７

１／１５
～１６

１／１７
～１／２１

防災シンポジウム

「防災とボランティ
アの日」防災献血推
進キャンペーン

大阪市震災総合訓練

震災対策国際総合検
証報告会

震災対策国際総合シンポ
ジウム inHYOGO「生か
せ教訓！伝えよう２１世紀
へ」

北淡国際活断層シン
ポジウム

講演会「ほろよい復
興支援」

防災安全地方研修会
（講演会）

防災研修

防災に関するパネル
展示

防災講演会

防災ボランティア普
及啓発番組の放送

防災パネル・写真展

図上訓練

高齢者避難・誘導・
通報訓練

非常災害を想定した防災
相互用無線機通信訓練

防災とボランティア
のつどい

防災とボランティア
展

・防災標語入賞者表彰式 最優秀賞「あなどるな自然の脅威と気のゆる
み」
・講演 「我が国の震災対策の動き」消防庁震災対策専門官 吉本義幸

「災害に立ち向かう－市民の力、ボランティアへの期待－」
�都市防災研究所研究部長 重川 希志依氏

・ふれあいトーク「自ら備え、自らつくる安心・安全のまち大阪」

「防災とボランティアの日」の周知を図るとともに、災害の際に特に必要
とされる輸血用血液の確保のため、献血の推進を府民に訴え、献血者には
災害備蓄米等を配布

緊急（区）本部員等の非常参集、情報収集伝達、避難誘導、初期消火、救
出救助、医療救護、ライフライン確保、同報無線発信訓練等

阪神・淡路大震災の復興過程における取り組みについて、国内外の専門家
による検証結果の発表

・検証会議座長による、検証結果の要約やそれをもとにとりまとめた総
括提言等の発表
・内外の関係者による、検証結果や総括提言を新しい世紀の震災対策に
生かしていくための論議

阪神・淡路大震災を契機に急速に進む、活断層や内陸直下型地震の調査研
究に関するシンポジウム

歌手 川島 英五さんの講演会

「自主防災活動と災害ボランティアとの連携」
�まちづくり計画研究所長 渡辺 実氏

災害応急における災害対策本部要員の危機管理のあり方について研修

阪神・淡路大震災、鳥取地震（昭和１８年）、家庭でできる防災対策など

「地域の防災対策は、大丈夫ですか？」災害救援研究所長 伊永 勉氏
・防災啓発ビデオ上映等

第１部 なぜ防災ボランティアが必要か？
第２部 さまざまな防災ボランティアの活動
第３部 防災ボランティアが活動しやすい社会をめざして

防災啓発用パネル・写真展示、防災ビデオの上映、生存者情報データベー
スの登録・検索、災害用伝言ダイヤルの登録、人形劇による防災クイズ等

県、県警本部、陸上自衛隊、日赤広島県支部、生協ひろしまの各機関参加

�避難・誘導・通報訓練 �消火訓練 �防災とボランティアの講演等

大規模災害発生時の情報伝達体制の確立を図るため、県が保有する防災相
互用無線機について取扱説明を行い、それを用いた通信訓練を実施

防災グッズ・防災パネル展示、地震被害想定調査報告パネル展示、県赤十
字防災ボランティアの活動紹介・募集受付、トルコ・台湾地震パネル展示
災害における自衛隊の活動紹介パネル展示等

・防災資機材、非常食の陳列・紹介
・阪神淡路大震災のパネル及び記録写真展示
・防災ボランティア登録受付
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都道府県名 実施団体 実施日 行 事 名 行 事 内 容

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

県

県

高知市

南国市

県

北九州市

福岡市

佐賀市等

佐世保市

県

熊本市

県

県

県

県等

県等

石垣市

１／１４
～２１

１／１７
～２１

１／２３

１／１８

１／１７

１／１７

１／１７

１／１７

１／１７

１／１８

１／１８
～２１

１／１８

１／１９

１／１９

１／１２

１／１７

１／１５
～１６

１／１４

ロビー展

災害写真展

防災シンポジウム

地域安全防災気象講
演会

防災講演会

シミュレーション訓
練

災害対策本部設置訓
練

合同消防防災訓練

防災講演会

防災についての市町
村トップセミナー

防災とボランティア
展

防災講演会

防災講演会

「防災とボランティ
ア週間」講演会

桜島火山爆発総合防
災訓練

鹿児島県及び九州ブ
ロック被災建築物応
急危険度判定連絡訓
練

災害避難場所確認訓
練

防災パンフ街頭配布

・阪神・淡路大震災写真パネル展示
・消防防災ヘリコフ゜ター紹介コーナー
・衛星系防災行政無線紹介コーナー

県内で過去に発生した災害や阪神・淡路大震災の被災写真の展示

・基調講演「自主防災組織の重要性とその役割について」
神戸大学都市安全研究センター 室崎 益輝教授

・パネルディスカッション「今私たちにできること」

高知地方気象台から講師を招き、南国地区地域安全推進協議会委員を対象
に防災気象に関する講演会を実施

講演「防災を考える－災害に強いまちづくりのための行政と住民の役割に
ついて－」 元NHK福岡文化センター次長 佐藤 啓一氏

消防局、区役所、消防団、警察、医師会及びライフライン機関による災害
対策本部実施訓練

総括部長（市民局長）から本部長（市長）へ被害状況等の報告、災害対策
本部の設置、配備態勢等についての訓練

第１部 佐賀市防災訓練
第２部 合同消防防災訓練

「台湾中部大地震、救助活動に参加して」当市消防局救助隊員

講演「初動対応を中心とする防災対策」
自治省消防庁防災課長 丸山 浩司

・台風１８号に関するパネル展示
・防災ボランティア登録コーナー、炊き出し、備蓄食糧展示、救急救護法、
水消火器、煙火災、模擬地震体験等

「台風１８号の残した教訓と今後の防災対策」
熊本大学教授 滝川 清氏

「地震と津波」 大分地方気象台長 菊池 昌宏氏
「安全な住まいづくりのポイント」

大分大学工学部教授 井上 正文氏

「地域防災について考える」
�静岡総合研究機構防災情報研究所長 井野 盛夫氏

「震災とボランティア」 タレント 大村 昆氏

桜島の爆発を想定した各種災害対応訓練の中で、県・市町社会福祉協議会
の職員をコーテ゛ィネーターに、ボランティア志願者を効率的に受け入れ、
ボランティア活動を円滑に行うための「合同ボランティア現地本部設置訓
練」を実施

県北部に大規模な地震が発生し、被災建築物の応急ボランティア活動を円
滑に行うための「合同ボランティア現地本部設置訓練」を実施

各市町村に対し、地域における災害時の避難場所を、自治会（自主防災組
織等）・隣組又は各家庭単位で気軽に歩行（散歩）しながら確認するよう、
取り組みを依頼

市民への防災啓発を図るため、市長をはじめ、市幹部職員による街頭パン
フ配布を実施
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はじめに

我が国では豪雨や台風による災害が毎年の

ように発生しております。先の阪神・淡路大

震災からも明らかなとおり、これら大規模災

害における被害の軽減にあたっては、常備消

防のみならず、消防団と自主防災組織等が連

携した活動が不可欠であり、各地域において

その連携体制の強化が模索されてきています。

また、大規模災害はもちろんのこと、通常

の災害についても、常備消防の展開密度が低

く、かつ、地域の実情により消防団員が不足

する地域では、消防団と自主防災組織等が連

携した災害対応が求められます。

消防庁では、平成１１年度に「消防団と地域

の自主防災組織等との連携のあり方に関する

検討委員会」を設置し、地域の防災力の向上

のため、消防団と地域の自主防災組織等がど

のような協力関係を構築していくことが望ま

しいかについて、実態調査等を踏まえながら

検討を行ってきたところですが、このたび、

その報告書が取りまとめられましたので、そ

の概要について紹介します。

１ 連携に際しての消防団に期待される役割

各地域には、市町村の消防機関である常備

消防や消防団、事業所の自衛消防組織、地域

住民からなる自主防災組織など様々な防災組

織があり、災害の防除のため、これらの組織

が連携し、その能力を最大限に発揮した活動

が期待されるところです。

また、防災組織の活動が及ばない災害発生

直後の段階等においては、住民一人ひとりの

適切な行動が被害の軽減に大きくつながるこ

とから、住民に対し消防防災に関する知識及

び技術を修得させていくことが重要です。

消防団は地域住民により構成されているこ

とから、地域の実情に精通しており、一方で、

市町村の消防機関として消防に関する豊富な

知識等を有しています。このため、消防団が、

自主防災組織等との連携や住民に対する防災

指導を通じ、地域の防災力を高めていくうえ

での、中心的な役割を果たすことが求められ

ていると考えられます。

このことは、消防団員の減少傾向が続いて

いるなかで、地域住民の理解を深め、消防団

の充実強化を図るためにも極めて重要なこと

であり、消防団としても積極的に取り組む必

要があります。

２ 連携への取組み

消防団と自主防災組織等との連携に係る方

策を検討する上で、先ず、現在各地域におい

てどのような取組みが行われているかを把握

するため、全国的に実態調査を行いました。

� 消防団と地域の自主防災組織

平常時には、自主防災組織の訓練に消防

団が参加し、資機材の取扱いの指導を行う

といった取組みが多くの市町村で行われて

います。また、消防団と自主防災組織とい

った組織同士の連携項目が多い中、消防団

OBが自主防災組織の役員に就任していた

り、現役の団員が運営に携わっているとい

った、人的な交流も見受けられます。

災害時には、市町村の作成する地域防災

計画に基づいて連携を図っている自主防災

組織や随時連携して消防活動を行っている

自主防災組織があります。

� 消防団と事業所の自衛消防組織

平常時には、防災訓練、消火訓練に関す

る取組みがほとんどですが、一部では、事

「消防団と地域の自主防災組織等との連携のあり方に

関する報告書」の概要について

消 防 課
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業所の敷地を使用しての合同訓練の実施や

資機材の相互使用などの取組みが行われて

います。

災害時には、個別の応援協定や、市町村

の地域防災計画に基づき連携を図っている

自衛消防組織、明文化された協定がなくて

も、いざというときは連携して消防活動に

当たるといった自衛消防組織があります。

� 消防団と地域住民

消防団と地域住民との連携については、

地域住民の防災意識の向上を図るための消

防団からの働きかけがほとんどですが、常

備消防や消防団のOBによる協力隊を結成

し、災害時に消防機関の活動を支援する取

組みや、災害ボランティアの登録制度を創

設し、災害時に個々人の得意分野を生かし

た活動を行うための枠組みづくりを行って

いる市町村もあります。

３ 消防団と地域の自主防災組織等との連携の

あり方

� 消防団と地域の自主防災組織

自主防災組織が活発な活動を行っていく

ためには、リーダーの存在が不可欠であり、

同じく地域住民からなる消防団が、消火技

術や救助技術等を普及指導をしていくアド

バイザーとして、自主防災組織の指導等を

積極的に推進していくことが必要です。同

時に、災害時における協力体制を構築して

いく組織同士の立場からも、積極的な連携

への取組みが必要です。

� 消防団と事業所の自衛消防組織

業種や事業規模等に応じて連携方策が変

わってくると考えられますが、事業所によ

っては、豊富な資機材を保有していること

等から、大規模災害時における組織同士の

連携体制を確立することが、地域の防災力

を高めるうえで極めて重要であると考えら

れます。

また、消防団としても、サラリーマン団

員が、訓練や災害対応に出動しやすい環境

づくりを進めるためにも、連携を通して、

消防団活動に対する理解と協力を求める働

きかけを行っていくことが必要です。

� 消防団と地域住民

災害発生直後の段階における住民一人ひ

とりの行動が、被害の軽減を図るうえで重

要となります。各地の消防団では、戸別訪

問や広報活動等を通じての防火意識の啓発、

応急手当の普及指導等を行っており、これ

らの活動にあたっては、特に女性消防団員

の活躍が目立っています。

消防団は、住民に一番身近な消防機関と

して、住民の意識を最も的確に把握できる

立場にあり、それぞれの地域において、住

民に受け入れられやすい効果的な方法を模

索しながら、消防防災に関する知識・技術

の普及指導を一層充実していくべきものと

考えらます。

４ まとめ

消防団が長年、災害現場の経験等から培っ

てきた消防防災に関する知識・技術を用い、

地域住民に対する防火防災指導を展開するこ

とは最も自然な姿であると考えられます。

地域の防災力を高めていくにあたっては、

常備消防や市町村役場が担う役割も大きなも

のがあると考えられ、これら地域の関係機関

が一体となった取組みが必要であり、そのう

えに立って、消防団を中核とした、災害時に

備えた地域における防災ネットワークを形成

していくことが、最も期待されるところです。

５ 消防団と地域の自主防災組織等との連携に

関する取組み事例集

この報告書では、検討を行うにあたり全国

から集めた連携に関する取組み事例を多数紹

介しています。

各地域において、消防団と自主防災組織等

との連携に向けた具体的な取組みを進める際

の参考となれば幸いです。
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１．消防の国際化のあり方に関する懇話会の趣

旨

近年、消防における国際関係業務は、幅広

い分野にわたり、ますます増大しつつありま

す。

まず、開発途上諸国等に対する国際協力に

ついては、これまでの火災をはじめ、地震、

風水害など様々な災害を教訓として培った知

識や技術を生かし、海外からの研修員の受入

れ、海外への専門家の派遣、プロジェクト方

式技術協力である中国・北京消防訓練センタ

ープロジェクトの実施など様々な技術協力を

行っているところです。

また、国際交流については、昨年１０月に中

国へ消防庁長官、北京プロジェクト方式技術

協力に関係する消防本部の消防長等からなる

日本消防代表団を派遣したのをはじめ、消防

研究所において海外の研究機関や研究者との

交流を行っているほか、アジア消防長会、世

界義勇消防連盟などによる交流が行われてい

ます。

さらに、海外での大災害時における支援・

協力として、被災国に対して国際消防救助隊

を派遣しており、平成１１年中には、コロンビ

ア、トルコ及び台湾の地震災害に対して派遣

を行い、救助活動に協力したところです。

加えて、消防用機器等に係る国際規格の策

定が行われるなど、消防の分野でもグローバ

ル化が進展しております。

このように国際関係業務については、消防

庁としても各消防本部をはじめ関係機関との

連携のもとに対応してきたところですが、今

後、国際化が進展する中で、さらに国際社会

に積極的に貢献することが求められているこ

とから、今般、消防の国際化のあり方に関す

る懇話会を設け、従来の国際関係業務の問題

点等を整理し、今後の消防の国際化のあり方

について、学識経験者を中心に、広く意見交

換を行うこととしました。

２．消防の国際化のあり方に関する懇話会の概

要

消防の国際化のあり方に関する懇話会は消

防や国際関係について豊富な知識と経験をお

持ちの下記の皆様に委員としてご参加いただ

き、座長は慶應義塾大学総合政策学部教授の

梶秀樹先生にお願いしました。

（敬称略）

座 長 慶應義塾大学総合政策学部教授

梶 秀樹

委 員 全国市長会事務総長 秋本 敏文

財団法人自治体国際化協会常務理事

浅見 真

日本放送協会解説委員 伊藤 和明

東京消防庁次長 杉村 哲也

慶應義塾大学大学院政策メディア

研究科教授 塚越 功

財団法人日本消防設備安全センター

理事長 山越 芳男

自治省消防庁次長 細野 光弘

懇話会の開催の経過は以下のとおりです。

第１回 平成１２年２月１日�
議 題：「開発途上諸国等に対する国際協力」

「国際交流」

第２回 平成１２年２月２５日�
議 題：「大規模災害時における国際協力」

「規格、基準等の国際化」

第３回 平成１２年３月１４日�
議 題：「諸外国の消防に関する情報の収

集と蓄積」

「アジア諸国の消防事情」

「その他」

消防の国際化のあり方に関する懇話会について

消 防 課
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３．消防の国際化のあり方に関する懇話会にお

ける提言等について

懇話会においては毎回活発な議論がなされ、

委員の皆様から貴重なご意見をいただくこと

ができました。いただいた提言等については、

今後、更に個別の課題ごとに庁内での検討を

進め、実現に向けて取り組むこととしていま

す。

（主な提言等）

１．国際協力・交流について

・総合的、長期的な視点に立って国際化に対

応していくためには、今後、重点的に協力

・交流していく国を作っていくことが重要

ではないか。その場合、アジア重視の方向

性を持つことが適当ではないか。

・日本の国際協力の中で、市民生活に直結し

た消防の存在を高めていくことが必要では

ないか。また、消防も自然災害を含めた「防

災」という大きな視点でとらえることが重

要ではないか。

・消防分野においても、地方自治体（消防本

部）独自の国際協力、国際交流が実施され

ており、消防庁としても事例の把握に努め

るとともに、それらについてどう評価し、

どう対応するか、支援方策を含め検討する

必要があるのではないか。

・国際会議やイベントの開催などにより、海

外の関係機関との交流を深めてはどうか。

・消防分野のODAは国レベルではなく、地

方自治体レベルの協力にシフトしていくこ

とが必要ではないか。また、ODAの一部

を地方自治体が担うような仕組みを検討す

べきではないか。

・開発途上諸国においては消防の優先度が必

ずしも高くないが、相手国の消防機関のニ

ーズを的確に把握することが重要ではない

か。

・相手国の多様なニーズにきめ細かく対応す

るためには、ODA事業だけではなく、NGO

の活用なども視野に入れる必要があるので

はないか。

・国際協力に消防OBを活用するための仕組

みが必要ではないか。

２．大規模災害時における国際協力について

・国際消防救助隊の現地への派遣について、

航空会社との連携など、現状より早くする

ための方策が考えられないか。

・国際消防救助隊の資機材について、パッケ

ージの方法、隊員個人への配布、複数の空

港への配置などの工夫が必要ではないか。

また、水、食糧等を含め、自己完結方式を

考える必要があるのではないか。

・国際消防救助隊の隊員の語学研修が必要で

はないか。

３．規格・基準等の国際化について

・消防用機器等に係る規格・基準が国際的に

統一されると、経済的なメリットが得られ

るかもしれないが、我が国で確保すべき安

全性を考えると統一すべきではない部分が

あるのではないか。

・消防用機器等の規格・基準の策定は欧米が

中心となりがちだが、アジア諸国の連携が

重要になるのではないか。

４．アジア諸国に係る国際化対応について

・消防もアジア重視の方向性を持って、日本

が中心的役割を果たしていくべきではない

か。そのために普段の支援、協力を地道に

積み重ねていくことが重要ではないか。

５．情報の収集と蓄積について

・基礎的な情報を幅広く収集する一方で、専

門的、詳細な情報にターゲットを絞って収

集すべきではないか。

・情報を収集・活用するための特別の仕組み

を考える必要があるのではないか。

・派遣経験者等のヒューマンネットワークを

構築すべきではないか。

６．広報・PRについて

・国際協力、国際交流等に対する消防職員の

意欲の向上につながるよう、国際消防救助

隊の派遣時等に、積極的な広報を行う必要

があるのではないか。

・マスメディアの活用、映像資料の作成など

により、広くわかりやすい形の広報・PR

の工夫をすべきではないか。

－２３－


